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回次
第61期

第２四半期
連結累計期間

第62期
第２四半期

連結累計期間
第61期

会計期間
自2021年４月１日
至2021年９月30日

自2022年４月１日
至2022年９月30日

自2021年４月１日
至2022年３月31日

売上高 (百万円) 16,118 21,097 32,894

経常利益 (百万円) 1,531 4,508 3,451

親会社株主に帰属する四半期

(当期)純利益
(百万円) 910 1,762 2,528

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,070 4,695 3,916

純資産額 (百万円) 39,013 45,954 41,493

総資産額 (百万円) 44,178 52,657 47,061

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 103.44 199.84 287.10

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
(円) 103.07 － 286.60

自己資本比率 (％) 86.9 86.0 87.1

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
(百万円) 2,605 3,934 4,046

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
(百万円) △1,044 △765 △1,576

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
(百万円) △1,743 △379 △2,053

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
(百万円) 13,559 18,877 14,825

回次
第61期

第２四半期連結
会計期間

第62期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自2021年７月１日
至2021年９月30日

自2022年７月１日
至2022年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 51.96 29.45

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

　　　　　ておりません。

（注）２．第62期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有してい

　　　　　る潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）の事業内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

なお、当第２四半期連結会計期間において、連結子会社が持分法適用会社として保有する投資有価証券について、

投資先の許認可取得等の見積りについて検討した結果、のれん相当額を含む投資簿価全額について、持分法による投

資損失146百万円として計上しております。また、持分法適用会社が発行する転換社債等について、回収可能性によ

る評価引下げを行い、転換社債等の全額について、投資有価証券評価損1,433百万円として計上しております。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の分析

　当第２四半期連結累計期間における世界経済は、半導体不足、部品不足、物流網の混乱による供給制約は、一部

解消に向かっているものの、ドル高基調の継続やインフレの拡大など、先行き不透明な状況が続いております。

　米国においては、高インフレが景気の下押し圧力となる一方、個人消費は好調に推移し、サービス業が景気を下

支えしております。また、実質金利は上昇するものの、設備投資は底堅く推移しました。中国においては、不動産

市場やインフラ投資は政策支援により回復は見られるものの、ゼロコロナ政策の継続や電力不足や個人消費の低迷

など様々な景気下振れリスクが残っております。新興国・地域においては、東南アジアを中心に活動制限の緩和や

投資の活発化、外国との往来再開による観光業の伸長があるものの、インフレ加速やパソコンなどの循環的な需要

減少により景気下押し圧力が拡大しております。わが国経済は、供給制約の影響と感染症による下押し圧力が和ら

ぎ、緩やかな回復基調にあるものの、資源価格の高騰や円安の進行など、不確実性が高まっております。

　このような状況の中、当社が関連する市場においては、半導体不足、部品不足、物流網の混乱による顧客の生産

調整は徐々に解消傾向にあるものの、依然として不透明感は継続しております。当社はソリューション提案に注力

し、また、グローバルでのサプライチェーンを活用して顧客への部品供給を継続してまいりました。当社は、顧客

のニーズに対して当社グループの技術やソリューション提案力の強みを繋げることにより、課題の解決を通し社会

に貢献するとともに、新規事業創出の機会としてまいります。

　当第２四半期連結累計期間の売上高は21,097百万円（前年同期比30.9%増）となり、営業利益は4,355百万円（前

年同期比163.2％増）、経常利益は4,508百万円（前年同期比194.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

1,762百万円（前年同期比93.6％増）となりました。

各セグメントの業績は次のとおりであります。

「Semiconductor事業」

　各種ＩＣテスト用ソケット、バーンインソケットは、サーバー、自動車、モバイルの各用途の需要が高水準を維

持し、円安の恩恵も相まって、売上高は過去 高となりました。当第２四半期連結会計期間においては、サーバー

用途の需要は第１四半期連結会計期間より減速したものの高水準を維持し、自動車用途、モバイル用途の需要は力

強い伸びを見せました。パソコンやスマートフォンなどハイテク製品の需要減少による半導体需要の調整という懸

念はありますが、当社が注力しているサーバーや自動車用途の需要は増加傾向が続くと予想され、それに伴い当社

の売上高も堅調に推移すると見込んでおります。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は11,646百万円

（前年同期比58.9％増）、セグメント営業利益は3,127百万円（前年同期比213.2％増）となりました。

「Life Science事業」

　遺伝子検査用製品は、既存顧客及び新規顧客からの受注が増加し、売上高は過去 高となりました。今後も遺伝

子検査市場の拡大に合わせて、主要顧客からの既存量産製品と新規プロジェクトの受注、新規顧客開拓、新製品の

開発に注力する事で、当社の売上高も堅調に推移すると見込んでおります。なお、当該Life Science事業には、新

規分野への先行投資や新事業開発が含まれております。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,742百

万円（前年同期比45.0％増）、セグメント営業損失は165百万円（前年同期は668百万円のセグメント営業損失）と

なりました。

「Digital Communication事業」

　光通信関連の光学デバイスは、世界的な半導体不足の影響が改善し、売上高は好調に推移しました。ＬＥＤ用拡

散レンズは、巣ごもり需要の反動やウクライナ情勢の悪化、インフレによる液晶テレビ市場の需要減少の影響を受

け、売上高は低調に推移しました。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,847百万円（前年同期比
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9.8％減）、セグメント営業利益は740百万円（前年同期比10.9％増）となりました。

「Energy Saving Solution事業」

　自動車用部品とプリンター用部品は世界的な半導体不足や部品の調達難、上海ロックダウンによる顧客の生産調

整を受けたものの、半導体不足が徐々に解消に向かい、自動車の生産回復とプリンター需要の増加により売上高は

堅調に推移しました。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は5,860百万円（前年同期比5.8％増）、セグ

メント営業利益は652百万円（前年同期比0.6％減）となりました。

（2）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は52,657百万円となり、前連結会計年度末比5,595百万円の増加と

なりました。流動資産につきましては6,794百万円増加しました。主な変動要因は現金及び預金で3,976百万円、受

取手形及び売掛金で1,528百万円増加したことによるものです。固定資産につきましては1,198百万円減少しまし

た。主な変動要因は有形固定資産で359百万円増加したものの、投資その他の資産で1,520百万円、無形固定資産で

37百万円減少したことによるものです。

　負債は6,702百万円となり、前連結会計年度末比1,134百万円の増加となりました。流動負債につきましては

1,053百万円増加しました。主な変動要因は未払法人税等で480百万円、未払金で352百万円増加したことによるも

のです。固定負債につきましては81百万円増加しました。主な変動要因はリース債務で70百万円増加したことによ

るものです。

　純資産は45,954百万円となり、前連結会計年度末比4,460百万円の増加となりました。主な変動要因は自己株式

の消却を行ったこと等により利益剰余金で11,048百万円減少したものの、自己株式で12,620百万円、為替換算調整

勘定で2,708百万円増加したことによるものです。その結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は

86.0％となり、前連結会計年度末比で1.1ポイント減少しております。

(3）キャッシュ・フローの分析

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は18,877百万円となり、前連結会計年度末に比べ

4,051百万円増加しました。なお、為替相場の変動による現金及び現金同等物に係る換算差額が1,263百万円含まれ

ております。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純利益2,977百万円(前年同期は1,464百万円)、投資有

価証券評価損1,433百万円（前年同期なし）、減価償却費1,123百万円（前年同期は1,127百万円）、法人税等の支

払額709百万円(前年同期は支払額406百万円)が発生した結果、営業活動による収入は3,934百万円（前年同期は

2,605百万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において、有形固定資産の取得753百万円（前年同期は970百万円）、敷金の差入によ

る支出102百万円（前年同期は0百万円）を行った結果、投資活動による支出は765百万円（前期は1,044百万円の支

出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において、配当金の支払い219百万円（前期は131百万円）、リース債務の返済107百

万円(前期は120百万円)を行った結果、財務活動による支出は379百万円（前期は1,743百万円の支出)となりまし

た。

(4）事業上及び財務上の優先的に対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。

(5）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、627百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 62,400,000

計 62,400,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数（株）
（2022年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年11月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 9,732,897 9,732,897
東京証券取引所

プライム市場

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式で

あり、単元株式数は100株で

あります。

計 9,732,897 9,732,897 ― ―

②【発行済株式】
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決議年月日 2022年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役　　　　　　　 ２

当社執行役員　　　　　　 10

当社従業員　　　　　　　349

当社グループ会社取締役　 ２

当社グループ会社従業員　147

新株予約権の数（個）※ 2,942

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）※
普通株式 294,200（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 3,353（注）２

新株予約権の行使期間 ※ 自  2025年６月28日  至  2027年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格      3,353

資本組入額    1,677

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当

社グループ会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれ

かの地位にあることを要するものとする。ただし、任期

満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退

職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当

な理由の存する場合は権利行使をなしうるものとする。

新株予約権の質入れその他一切の処分、ならびに相続

は認められないものとする。

新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部に

つき行使することができる。ただし、一部を行使する場

合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行

使するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 ※
（注）３

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

※　新株予約権の発行時（2022年７月19日）における内容を記載しております。

（注）１　新株予約権１個の目的となる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合

には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率

　また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会 

社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等 

に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事 

項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に 

通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合に 

は、以後速やかに通知又は公告する。

　　　２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受

けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた

金額とする。

ただし、以下(1)、(2)、又は(3)の各事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行

うことができるものとし、各算式により調整された行使価額に新株予約権１個当たりの目的である 
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×1 株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
募集株式発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。

(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合

(2)当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分（株式の無償割当てによる株式の発

行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場

合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）を行う場合

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式

総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行

う場合、「新規発行株式数を処分する自己株式の数」、「募集株式発行前の株価」を「自己株式処

分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。

(3)当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行

う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額

の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

　　　３　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、組織再編成行為を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する

新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、株式会社（以下、「再編対象会

社」という。）の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新

株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、（注）１に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①　交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額

に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて

得られる金額とする。

②　再編後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、（注）２で定められる行使価額を

調整して得られる額とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか

遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(7)　新株予約権の取得条項

①以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不

要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で

新株予約権を取得することができるものとする。

ⅰ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ　当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

ⅲ　当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

ⅳ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

　　ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅴ　新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
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　　すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

　　についての定めを設ける定款の変更承認の議案

②新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合、も

しくは、新株予約権者が死亡した場合、及び新株予約権者がその保有する新株予約権の放棄を申し

出た場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2022年８月31日

（注）
△3,500,000 9,732,897 ― 8,080 ― 2,020

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　（注）　自己株式の消却による減少であります。
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2022年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

横田　大輔 東京都渋谷区 1,352 15.32

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２－１１－３ 943 10.69

横田　誠 埼玉県さいたま市 918 10.41

株式会社みずほ銀行

（常任代理人　株式会社日本カ

ストディ銀行）

東京都千代田区大手町１－５－５

（東京都中央区晴海１－８－１２）
434 4.92

株式会社埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－４－１ 432 4.90

公益財団法人エンプラス横田教

育振興財団
埼玉県川口市並木２－３０－１ 300 3.40

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD 

AC ISG (FE-AC)

（常任代理人　株式会社三菱

UFJ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内２－７－１　決済事

業部）

209 2.37

鈴木　吉子 埼玉県川口市 175 1.98

株式会社日本カストディ銀行

（信託口）
東京都中央区晴海１－８－１２ 151 1.72

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG 

S.A. 381572

（常任代理人　株式会社みずほ

銀行）

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, 

ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, 

LUXEMBOURG

（東京都港区港南２－15－１品川インターシ

ティA棟）

125 1.42

計 ― 5,044 57.17

　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 943千株

　株式会社日本カストディ銀行（信託口） 151千株

（５）【大株主の状況】

　（注）　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
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2022年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 910,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,811,500 88,115 －

単元未満株式 普通株式 11,097 － －

発行済株式総数 9,732,897 － －

総株主の議決権 － 88,115 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）１　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権の数１個）含まれ

ております。

２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式及び証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ52株及び20株

含まれております。

2022年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社エンプラス

埼玉県川口市並木

２丁目30番１号
910,300 － 910,300 9.35

計 ― 910,300 － 910,300 9.35

②【自己株式等】

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2022年７月１日から2022

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,914 18,890

受取手形及び売掛金 9,291 10,820

製品 1,056 1,196

仕掛品 489 646

原材料及び貯蔵品 2,232 3,040

未収消費税等 807 570

未収還付法人税等 88 87

その他 697 1,126

貸倒引当金 △20 △27

流動資産合計 29,558 36,352

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,051 3,207

機械装置及び運搬具（純額） 1,730 1,942

工具、器具及び備品（純額） 1,158 1,112

土地 6,816 6,862

使用権資産（純額） 840 874

建設仮勘定 601 558

有形固定資産合計 14,199 14,558

無形固定資産

ソフトウエア 207 170

その他 79 78

無形固定資産合計 287 249

投資その他の資産 ※１ 3,017 ※１ 1,497

固定資産合計 17,503 16,304

資産合計 47,061 52,657

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,532 1,608

リース債務 187 184

未払金 566 918

未払費用 590 636

未払法人税等 560 1,040

契約負債 169 169

賞与引当金 580 741

転貸損失引当金 20 26

役員賞与引当金 54 49

その他 393 331

流動負債合計 4,653 5,706

固定負債

リース債務 642 712

退職給付に係る負債 80 89

繰延税金負債 34 25

転貸損失引当金 76 75

その他 80 92

固定負債合計 914 996

負債合計 5,568 6,702

純資産の部

株主資本

資本金 8,080 8,080

資本剰余金 2,008 1,998

利益剰余金 44,636 33,588

自己株式 △15,897 △3,276

株主資本合計 38,828 40,390

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △24 45

為替換算調整勘定 2,164 4,873

その他の包括利益累計額合計 2,139 4,918

新株予約権 － 18

非支配株主持分 525 627

純資産合計 41,493 45,954

負債純資産合計 47,061 52,657
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 16,118 21,097

売上原価 9,598 11,073

売上総利益 6,519 10,024

販売費及び一般管理費 ※１ 4,864 ※１ 5,668

営業利益 1,654 4,355

営業外収益

受取利息 33 16

受取配当金 9 7

為替差益 － 446

スクラップ売却益 26 27

その他 49 35

営業外収益合計 118 532

営業外費用

支払利息 29 28

持分法による投資損失 190 ※２ 346

為替差損 11 －

その他 10 5

営業外費用合計 241 379

経常利益 1,531 4,508

特別利益

固定資産売却益 1 12

新株予約権戻入益 1 －

その他 － 1

特別利益合計 3 13

特別損失

固定資産売却損 2 2

減損損失 － 108

投資有価証券評価損 － ※３ 1,433

事業再構築費用 68 －

その他 0 －

特別損失合計 70 1,544

税金等調整前四半期純利益 1,464 2,977

法人税、住民税及び事業税 504 1,099

法人税等調整額 19 △2

法人税等合計 523 1,097

四半期純利益 941 1,880

非支配株主に帰属する四半期純利益 30 118

親会社株主に帰属する四半期純利益 910 1,762

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益 941 1,880

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11 70

為替換算調整勘定 138 2,971

持分法適用会社に対する持分相当額 △19 △227

その他の包括利益合計 129 2,814

四半期包括利益 1,070 4,695

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,026 4,541

非支配株主に係る四半期包括利益 44 153

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,464 2,977

減価償却費 1,127 1,123

のれん償却額 26 －

減損損失 － 108

賞与引当金の増減額（△は減少） △3 132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5 2

事業再構築費用 68 －

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △9

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,433

持分法による投資損益（△は益） 190 346

受取利息及び受取配当金 △42 △23

売上債権の増減額（△は増加） 225 △290

棚卸資産の増減額（△は増加） 92 △666

仕入債務の増減額（△は減少） △59 △399

未払又は未収消費税等の増減額 338 333

未払金の増減額（△は減少） △179 △75

その他 127 △353

小計 3,382 4,637

利息及び配当金の受取額 15 19

利息の支払額 △16 △12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △406 △709

特別退職金の支払額 △369 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,605 3,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △67 －

定期預金の払戻による収入 66 78

有形固定資産の取得による支出 △970 △753

有形固定資産の売却による収入 6 9

無形固定資産の取得による支出 △28 △19

敷金の差入による支出 △0 △102

その他 △50 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,044 △765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,500 －

リース債務の返済による支出 △120 △107

配当金の支払額 △131 △219

非支配株主への配当金の支払額 △30 △51

ストックオプションの行使による収入 39 －

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,743 △379

現金及び現金同等物に係る換算差額 63 1,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △118 4,051

現金及び現金同等物の期首残高 13,678 14,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 13,559 ※ 18,877

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り

及び仮定について、新たな追加情報の発生及び重要な変更はありません。

（訴訟関連）

　当社子会社でありました株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスは、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.（大韓民

国京畿道安山市）から、韓国の公正取引法上の不公正取引行為または民法上の不法行為を理由として、損害の賠償を

求める訴訟の提起を受けておりましたが、2018年10月25日、韓国ソウル中央地方法院において、SEOUL

SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。当該判決を受け、同年11月16日付で

SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、控訴の提起を受けました。2019年８月22日、韓国ソウル高等法院において、

SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の控訴請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。以上の結果、一審・二審と

もSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求は棄却されました。当該判決を受け、同年９月11日にSEOUL SEMICONDUCTOR

CO.,LTD.より、上告の提起を受けました。同年11月以降、双方ともに書面を韓国の大法院に提出しており、大法院に

おいて審理継続中であります。なお、当社株式会社エンプラスが2021年９月１日を効力発生日として、株式会社エン

プラス ディスプレイ デバイスを吸収合併したことに伴い、上記訴訟を株式会社エンプラスが承継しております。

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行して

おります。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制

度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日。以下「実務対応報

告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適

用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
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前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2022年９月30日）

投資その他の資産 21百万円 21百万円

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2022年９月30日）

当座貸越極度額 8,000百万円 8,000百万円

借入実行残高 － －

差引額 8,000 8,000

（四半期連結貸借対照表関係）

※１  資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

２　当社は資金調達の効率化を図るため、複数の取引銀行と当座貸越契約を締結しています。

　　　これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

　前第２四半期連結累計期間
（自  2021年４月１日

　　至  2021年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自  2022年４月１日

　　至  2022年９月30日）

給与手当・賞与 1,506百万円 1,679百万円

賞与引当金繰入額 312 447

退職給付費用 63 64

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２　持分法による投資損失

　　　　当社連結子会社が持分法適用会社として保有する投資有価証券について、持分法によるのれんを計上しており

　　　ますが、投資先の許認可取得等の見積りについて検討した結果、のれん相当額を含む投資簿価全額について、持分

　　　法による投資損失146百万円として営業外費用に計上いたしました。

※３　投資有価証券評価損

　　　　当社連結子会社保有の持分法適用会社が発行する転換社債等について、回収可能性による評価の引下げを行い、

　　　転換社債等の全額について、投資有価証券評価損1,433百万円として特別損失に計上いたしました。

前第２四半期連結累計期間
（自  2021年４月１日

至  2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  2022年４月１日

至  2022年９月30日）

現金及び預金勘定 13,639百万円 18,890百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △79 △12

現金及び現金同等物 13,559 18,877

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。
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（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月28日
取締役会

普通株式 131 15.0 2021年３月31日 2021年６月２日 利益剰余金

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年10月29日
取締役会

普通株式 198 22.5 2021年９月30日 2021年12月１日 利益剰余金

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年５月31日
取締役会

普通株式 220 25.0 2022年３月31日 2022年６月６日 利益剰余金

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年10月28日
取締役会

普通株式 264 30.0 2022年９月30日 2022年12月１日 利益剰余金

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日  至2021年９月30日）

１．配当金支払額

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後と

なるもの

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自2022年４月１日  至2022年９月30日）

１．配当金支払額

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後と

なるもの

３．株主資本の金額の著しい変動

当社は、2022年７月29日開催の取締役会決議に基づき、2022年８月31日付で、自己株式3,500,000株の消却を実

施いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が12,597百万円、資本剰余金が６百万

円、利益剰余金が12,590百万円減少しております。
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(単位：百万円)

Semiconductor

事業

Life Science

事業

Digital 

Communication

事業

Energy Saving 

Solution

事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 7,329 1,201 2,047 5,539 16,118

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 7,329 1,201 2,047 5,539 16,118

セグメント利益又は損失

（△）
998 △668 667 656 1,654

(単位：百万円)

Semiconductor

事業

Life Science

事業

Digital 

Communication

事業

Energy Saving 

Solution

事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 11,646 1,742 1,847 5,860 21,097

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 11,646 1,742 1,847 5,860 21,097

セグメント利益又は損失

（△）
3,127 △165 740 652 4,355

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　(注)セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書上の営業利益と一致しております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2022年４月１日　至2022年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　(注)セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書上の営業利益と一致しております。
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報告セグメント

Semiconductor

事業

Life Science

事業

Digital 

Communication

事業

Energy Saving 

Solution

事業

計

ＯＡ・情報通信・音響映像機器、

計器、住宅機器、自動車機器
－ － － 5,539 5,539

各種ＩＣテスト用ソケット、バー

ンインソケット
7,329 － － － 7,329

光通信デバイス － － 757 － 757

ＬＥＤ用拡散レンズ － － 1,290 － 1,290

ライフサイエンス関連製品 － 1,201 － － 1,201

顧客との契約から生じる収益 7,329 1,201 2,047 5,539 16,118

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 7,329 1,201 2,047 5,539 16,118

報告セグメント

Semiconductor

事業

Life Science

事業

Digital 

Communication

事業

Energy Saving 

Solution

事業

計

ＯＡ・情報通信・音響映像機器、

計器、住宅機器、自動車機器
－ － － 5,860 5,860

各種ＩＣテスト用ソケット、バー

ンインソケット
11,646 － － － 11,646

光通信デバイス － － 928 － 928

ＬＥＤ用拡散レンズ － － 918 － 918

ライフサイエンス関連製品 － 1,742 － － 1,742

顧客との契約から生じる収益 11,646 1,742 1,847 5,860 21,097

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 11,646 1,742 1,847 5,860 21,097

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

(単位：百万円)
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前第２四半期連結累計期間
(自  2021年４月１日
至  2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  2022年４月１日
至  2022年９月30日)

(1）１株当たり四半期純利益 103円44銭 199円84銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万

円）
910 1,762

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四

半期純利益（百万円）
910 1,762

普通株式の期中平均株式数（株） 8,799,470 8,818,793

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 103円07銭 －

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（株） 31,920 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な

変動があったものの概要

－ －

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

（注）　当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

（１）剰余金の配当

2022年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………264百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………30円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2022年12月１日

　（注）　2022年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

（２）訴訟

四半期連結財務諸表の「注記事項（追加情報）」に記載のとおりであります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年11月９日

株式会社エンプラス

取 締 役 会 　 御 中

有限責任監査法人トーマツ

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 芳賀　　保彦

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大橋　　武尚

監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エンプ

ラスの2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2022年７月１日から2022年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算

書及び注記について四半期レビューを行った。
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エンプラス及び連結子会社の2022年９月30日現在の財政状態
並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない
と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか
結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期
連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、
四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる



（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人
の結論に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事
項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当社代表取締役社長　横田　大輔は、当社の第62期第２四半期（自2022年７月１日　至2022年９月30日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

　特記すべき事項はありません。


